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平成30年４月１日

熊本市南区城南町を管轄する警察署が宇城警察署から「熊本南警察署」

に変更となります。

１ 警察署再編計画に基づく管轄区域の変更ついて

警察署再編計画（平成２５年１２月策定・公表）に基づき、熊本市南区城南町を管

轄する警察署を宇城警察署から熊本南警察署に変更します（下図及び下表をご参照く

ださい。）。変更日は、平成３０年４月１日（日）です。

【平成30年３月31日まで】 【平成30年４月１日から】
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再編後

警察署 再編前の管轄区域

熊本南警察署
熊本市中央区の一部、熊本市西区の一部、

熊本市南区のうち城南町を除く区域

宇城警察署 宇土市、宇城市、下益城郡美里町、熊本市南区城南町

警察署 再編後の管轄区域（H30.4.1以降）

熊本南警察署
熊本市中央区の一部、熊本市西区の一部、

熊本市南区

宇城警察署 宇土市、宇城市、下益城郡美里町
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２ 城南交番について

熊本市南区城南町を管轄する警察署の宇城警察署から熊本南警察署への変更に伴い、

現在、熊本市南区城南町に位置する宇城警察署の「城南交番」は熊本南警察署の交番

となります。

なお、城南交番の位置、担当区域等に変更はなく、城南交番を除く宇城警察署の交

番・駐在所にも変更はありません。

＜熊本市南区城南町にお住まいの皆様へ＞

【事件・事故関係】

１ 事件・事故の取扱い

熊本市南区城南町で発生し、平成３０年３月３１日までに宇城警察署（交番・駐在

所を含む。）に届出をされた事件・事故については、平成３０年４月１日以降、発生地

を管轄する熊本南警察署が引き続き捜査します。

ただし、事件・事故の内容、捜査の進捗状況等に応じて届出をされた警察署で継続

して捜査する場合もありますので、ご了承ください。

【行政手続き関係】

１ 生活安全許認可の取扱い

平成３０年４月１日以降、生活安全許認可（銃砲刀剣類所持許可、風俗営業許可、

古物営業許可、警備業認定等）は、熊本南警察署において取り扱います。

取扱い時間は、月曜日から金曜日（国民の祝・休日や年末年始の休日は除きます。）

の午前８時３０分から午後５時１５分までです。

なお、平成３０年３月末になりますと、宇城警察署で手続きした場合でも、熊本南

警察署で許可証等が交付される場合がありますので、手続きの際に、許可証等を交付

する警察署について係員にご確認いただきますようお願いします。

２ 交通許可の取扱い

平成３０年４月１日以降、交通許可（道路使用許可、自動車保管場所証明等） は、
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熊本南警察署で取り扱います。

取扱い時間は、月曜日から金曜日（国民の祝・休日や年末年始の休日は除きます。）

の午前８時３０分から午後５時１５分までです。

なお、平成３０年３月末になりますと、宇城警察署で申請した場合でも、熊本南警

察署で許可証等が交付される場合がありますので、申請の際に、許可証等を交付する

警察署について係員にご確認いただきますようお願いします。

３ 運転免許の取扱い

運転免許の取扱いで変更となる点はありません。

運転免許証の更新は、これまでどおり、運転免許センター、宇城警察署を含む各警

察署（熊本中央、熊本南、熊本東、熊本北合志、大津及び御船の各警察署を除きます。）

又は氷川幹部交番において取り扱います。

記載事項の変更等の各種手続きも、これまでどおり、運転免許センター、宇城警察

署を含む各警察署又は氷川幹部交番において取り扱います。

４ 運転免許試験の取扱い

平成３０年４月１日以降、小型特殊免許や原付免許の受験を希望される方は、運転

免許センター又は宇城警察署を含む県内の警察署（熊本中央、熊本南、熊本東、熊本

北合志、大津及び御船の各警察署を除きます。）において受験することができます。

５ 拾得物の取扱い

拾得物として警察（警察署、交番・駐在所を含む。）に届けられた物件は、管轄区域

等に関わらず、全て届出を受けた警察署において保管、交付を行っており、平成３０

年４月１日以降も変更はありません（交番・駐在所での保管、交付は行っておりませ

ん。）。

６ 不当要求防止責任者の届出について

熊本市南区城南町に所在する事業所で、平成３０年４月１日以降、新たに不当要求

防止責任者を選任する場合は、熊本南警察署へ「責任者選任届出書」の届出をお願い
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します。

なお、宇城警察署から熊本南警察署へ管轄区域が変更される前に宇城警察署へ「責

任者選任届出書」を提出し、不当要求防止責任者の届出をされている事業所について

は、今後、届出事項（責任者、事業所の所在地、会社名等）の変更等は、熊本南警察

署での対応となります。

７ お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、下表の問い合わせ先までお尋ねください。

お問い合わせ内容 お問い合わせ先 電話番号

管轄区域の変更に関すること 警察本部 警務課 096-381-0110

交番・駐在所に関すること 警察本部 地域課 096-381-0110

運転免許に関すること 運転免許課 096-233-0110

運転免許の試験に関すること 運転免許試験課 096-233-0116

交通許可（道路使用許可、自動車

保管場所証明申請等）に関するこ

と

警察本部 交通規制課 096-381-0110

生活安全許認可（銃砲刀剣類所持

許可、風俗営業許可、古物営業許

可等）に関すること

警察本部 生活環境課 096-381-0110

不当要求防止責任者の届出（新

規・変更）に関すること
警察本部 組織犯罪対策課 096-381-0110

警察本部 警務課 096-381-0110

熊本南警察署 096-326-0110

宇城警察署 0964-33-0110

その他


